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柳
春
生
先
生
を
偲
ぶ

石

川

捷

治

柳
春
生

(や
な
ぎ

は
る
お
)
先
生
は
、
二
〇
〇
七

(平
成

一
九
)
年

一
月

一
一
日
九
六
歳
の
天
寿
を
全
う
さ
れ
ま
し
た
。

先
生

は

一
九

一
〇

(明
治
四
三
)
年
二
月
、
福
岡
県
は
甘
木
に
生
を
受
け
ら
れ
、
旧
制
朝
倉
中
学
校
か
ら
広
島
高
等
師
範
学
校
第
二
臨
時

教
員
養
成
所

へ
進
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
九
州
帝
国
大
学
法
文
学
部
に
学
ば
れ
、

一
九
三
六

(昭
和

一
一
)
年
に
は
文
科
を
、
ま
た
翌

一

九
三
七

(昭
和

一
二
)
年

に
は
法
科
を
卒
業
さ
れ
ま
し
た
。
同
大
学
助
手
を
経
て
、
東
亜
研
究
所
に
赴
任
さ
れ
、
同
研
究
所
の
解
散
ま
で
そ

こ
で
研
究
に
従
事
さ
れ
ま
し
た
。

一
九
四
九

(昭
和
二
四
)
年
七
月
、
九
州
大
学
産
業
労
働
研
究
所
の
設
立
と
同
時

に
同
研
究
所
助
教
授
に

就
任
さ

れ
ま
し
た
。

一
九
六
四

(昭
和
三
九
)
年
、
同
研
究
所
教
授
と
な
ら
れ
、

一
九
七

一

(昭
和
四
六
)
年
か
ら
二
年
間
、
同
研
究
所
長

を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
間
、
産
業
労
働
研
究
所
の
発
展
に
ご
尽
力
さ
れ
る
と
同
時
に
、

一
九
六
三

(昭
和
三
八
)
年
四
月
か
ら
は
九
州

大
学
大
学
院
法
学
研
究
科

に
お
い
て
も
併
任
と
し
て
大
学
院
生
を
指
導
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
間
、

一
九
六

一
(昭
和
三
六
)
年

一
二
月

に
は
、

論
文

「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
労
働
法
の
原
理
と
労
働
時
間
の
短
縮

の
問
題
に
つ
い
て
」
に
よ
り
、
九
州
大
学
よ
り
法
学
博
士

の
学
位
を
授
与
さ
れ
ま

し
た
。

一
九
七
三

(昭
和
四
八
)
年
四
月
、
先
生
は
定
年
に
よ
り
九
州
大
学
を
退
官
さ
れ
、
九
州
大
学
名
誉
教
授
と
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の

後
、
北
九
州
短
期
大
学
教
授
、
東
海
大
学
文
明
研
究
所
教
授
と
し
て

]
九
八
五

(昭
和
六
〇
)
年
ま
で
勤
務
さ
れ
ま
し
た
。

先
生

の
ご
研
究
は
、
後
述

の
業
績
目
録
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
憲
法

・
社
会
法
な
ど
の
法
学
的
研
究
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
国
家
論

を
は
じ

め
と
す
る
政
治
学
的
研
究
と
、
極
め
て
多
岐
に
わ
た

っ
て
お
り
ま
す
。
先
生
の
ご
研
究

の
特
徴
は
、
歴
史
的
に
も
理
論
的

に
も
根
源



に
ま

で
さ
か
の
ぼ
る
、
系
譜
的
か

つ
原
理
的
な
探
求
に
あ

っ
た
と
考
え
ま
す

。
た
と
え
ば
、

つ、
ル
ク
ス
や
ル
ソ
ー
を
理
解
す
る
に
も
、
原
典

に
あ

た

っ
て
、
厳
密

に
再
検
討
し
た
も
の
で
す
。
記
憶
を
辿
る
な
ら
、
あ
る
時

の
大
学
院
の

「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
法

研
究
」
は
、
オ
イ
ゼ

ル

マ
ン
の

『
マ
ル
ク
ス
主
義

哲
学

の
形
成
』
を
テ
キ
ス
ト
に
し
た
も

の
で
し
た
。
そ
こ
で
は
先
生

の
広
範
な
哲
学
的
歴
史
的
理
解

に
裏
付
け
ら

れ
た
解
説
を
交
え
て
、
院
生
相
互
の
議
論
の
中
か
ら
、
原
典
を
基
礎

に
原
理
体
系
を
深
く
追
求
す
る
ゼ
ミ
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
を
思

い
出
し

ま
す
。

ま
た
、
柳
先
生
は
そ
の
学
問

に
対
す
る

一
途
な
姿
勢
で
も
記
憶

に
残
る
先
生
で
あ
り
ま
し
た
。
戦
後
初
期
の
あ
る
時
期
に
お
い
て
は
、
産

業
労
働
研
究
所
の
研
究
室
に
寝
泊
り
さ
れ
、
服
装
な
ど
に
も
あ
ま
り
お
構

い
な
く
、
権
力
や
権
威
に
阿
ら
な

い
反
骨
精
神
で
も

っ
て
、
ひ
た

す
ら
学
問
に
打
ち
込
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
う
し
た
学
問

一
筋

の
高
潔
な
お
人
柄
に
、
学
生
は
畏
敬
の
念
を
持

っ
て

「九
大
三
奇
人

の
お

一
人
」
と
の
称
号
を
奉

っ
た
こ
と
も
あ

っ
た
と
聞

い
て
お
り
ま
す
。
文
字
通
り
、
先
生
は
生
涯
現
役
を
貫
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
政

治
研
究
会
に
は
齢
九
十
を
過
ぎ
ら
れ
て
も
ご
出
席
さ
れ
、後
輩
の
報
告
に
も
じ

っ
と
耳
を
傾
け
て
お
ら
れ
た
の
が
印
象

に
残

っ
て
お
り
ま
す
。

さ
ら

に
、
先
生
ご
自
身
も
二
〇
〇
三

(平
成

一
五
)
年
三
月
の
研
究
会
に
て
ご
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は

『政
治
研
究
』
第

五
〇

号
に

「ジ

ャ
ン

・
ジ

ャ
ッ
ク

・
ル
ソ
ー
の
政
治
哲
学
」
と
し
て
寄
稿
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

先

生
は
、
ジ
ャ
ン

・
ジ

ャ
ッ
ク

・
ル
ソ
ー
と
共
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
政
治
学
の
重
要
性
を
強
調
さ
れ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
奇
し
く
も
、

ス
ピ
ノ

ザ
再

検
討
の
必
要
性
は
、
批
判
的
実
践
活
動
に
新
た
な
地
平
を
開

こ
う
と
す
る

『帝
国
』
や

『
マ
ル
チ
チ

ュ
ー
ド
』
の
著
者
、
ア
ン
ト

ニ
オ
・

ネ
グ

リ
や

マ
イ
ケ
ル

・
ハ
ー
ト
に
よ

っ
て
、
昨
今
、

つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。
二
〇
世
紀
社
会
主
義
の
崩
壊
を
う

け
、
社
会
主
義

に
関
す
る

(そ
し
て
資
本
主
義
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
に
関
す
る
)
研
究
は
低
調
に
な

っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
長
期
的

に
見

た
場
合
、
現
存
し
た
社
会
主
義
の
歴
史
的
総
括
は
不
可
欠
な
作
業
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
原
理
的

に
社
会
主
義
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
柳
先

生

に
、
社
会
主
義
を
総
括
す
る
に
あ
た

っ
て
の
、
基
本
的
な
視
座
を
も
う
少
し
教
え
て
頂
き
た
か

っ
た
、
と
い
う
の
が
、
偽
ら
ざ
る
今

の
心

境

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
先
生
が
、
人
生
の
最
後

の
最
後
ま
で
、
思
索
を
深
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

先
生
の
ご
冥
福
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。(

い
し
か
わ

・
し
ょ
う
じ
/
政
治
研
究
会
会
長
、
九
州
大
学
大

学
院
法
学
研
究
院
教
授
)



柳
春
生

九
州
大
学
名
誉
教
授

略
歴

・
業
績

〔略
歴
〕

一
九

一
〇
年
二
月

一
六
日
、
福
岡
県
甘
木
市
大
字
千
代
丸

(現
朝
倉
市
千
代
丸
)
に
生
ま
れ
る
。
福
岡
県
立
朝
倉
中
学
校
、
広
島
高
等
師

範
学
校

内
第
二
臨
時
教
員
養
成
所
を
経
て
、

一
九
三
六
年
、
九
州
帝
国
大
学
法
文
学
部
文
科
を
卒
業
、
翌

一
九
三
七
年

に
は
九
州
帝
国
大
学

法
文
学
部
法
科
を
卒
業
。
同
年
、
副
手
を
嘱
託
さ
れ
る
。

一
九
三
八
年
四
月
、
助
手
に
就
任
。
同
年

一
二
月
、
依
願
に
よ
り
免
官
。

一
九
三

九
年

一
月
、
教
学
局
雇
を
命
ぜ
ら
れ
る
が
、
同
年

】
○
月
、
依
願
に
よ
り
雇
を
解
か
れ
、
財
団
法
人
東
亜
研
究
所
に
入
所
。

一
九
四
六
年
三

月
、
東
亜
研
究
所
解
散
に
よ
り
同
研
究
所
を
退
所
。

一
九

四
九
年
七
月
、
九
州
大
学
助
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
産
業
労
働
研
究
所
勤
務
。

一
九
六

一
年

一
二
月
、
法
学
博
士
号
授
与
。

一
九
六
四
年

一
〇
月
、
九
州
大
学
産
業
労
働
研
究
所
教
授
に
就
任
。

一
九
七

一
年
一
一

月
、
九
州
大
学
産
業
労
働
研
究
所
長
と
な
る
。

一
九
七
三
年
四
月
、

定
年

に
よ
り
退
職
、
九
州
大
学
名
誉
教
授
と
な
る
。

一
九
七
三
年
、
北
九
州
短
期
大
学
教
授
と
な
る
。

一
九
八
三
年
に
東
海
大
学
文
明
研
究

所
教
授

に
就
任
し
、

一
九
八
五
年
、
退
職
。

二
〇
〇
七
年

一
月
一
一

日
、
永
眠
。

〔主
要
業
績
目
録
〕

1

著

書
・
柳
春
生
編

『新
ら
し
い
政
治
経
濟
辭
典
』
清
水
書
店
、

一
九
四
八
年
。

・
『ソ
ヴ

エ
ト
労
働
法
に
お
け
る
労
働
時
間
の
問
題

に
関
す
る
歴
史
的
研
究
』
〈
日
本
労
働
協
会
委
託
調
査
研
究
報

告
書

第
五
号
〉
日

本
労
働
協
会
調
査
研
究
部
、

一
九
五
九
年
。

・
山
田
徹
彦

・
柳
春
生

・
西
村
一.一郎
編
著

『日
本
憲
法
論
」
酒
井
書
店
、

一
九
七

一
年
。

・
『憲
法
要
綱
』
佐
野
書
房
、

一
九
八
三
年
。



・
『憲
法
要
綱
」
第
二
版
、
佐
野
書

房
、

一
九
八
四
年
。

Ⅱ

主
要
論
文

・
「
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
於
け
る
カ

ロ
リ
ン
グ
朝
の
荘
園
貸
付
に
つ
い
て
」
『法
文
論
叢
』
第
二
〇
号
、

一
九
三
五
年
。

・
「政
治
学
に
お
け
る
国
家
概
念

の
確
立
」
『法
文
論
叢
』
第

二
二
号
、

一
九
三
六
年
。

・
「
ソ
ヴ

ェ
ト
憲
法
と
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
の
問
題
」

『ソ
ヴ

ェ
ト
研
究
』
第
四
集
、

一
九
四
九
年
。

・
「
A

・
Y

・
ヴ
ィ
シ
ン
ス
キ
ー
著

『
ソ
ヴ

ェ
ト
法
に
お
け
る
裁
判
の
証
拠
の
理
論
』
に
つ
い
て
」
『法
律
時
報
』
第
二

一
巻
第

一
〇
号
、

一
九
四
九
年
。

・
「ア

・
ヤ

・
ヴ
ィ
シ
ン
ス
キ
ー
著

『ソ
ヴ

ェ
ト
法

に
お
け
る
裁
判
の
証
拠

の
理
論
』

に
つ
い
て
」
『唯
物
論
研
究
』
第
七
号
、

一
九
五

〇
年
。

・
「ソ
ヴ
ィ
エ
ー
ト
連
邦
に
於
け
る
独
裁
政
治
の
歴
史
的
研
究

人
文
科
学
研
究
費
補
助
に
よ
る
研
究
報
告

〔要
旨
〕
」
『人
文
』
第
四

巻
第

一
号
、

一
九
五
〇
年
。

・
「社
会
主
義
の
基
本
問
題

(
一
)
『労
働
に
応
ず
る
分
配
』
に
か
ん
す
る
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ

ル
ス
の
学
説
」

『産
業
労
働
研
究
所
報
告
』

第

一
号
、

一
九
五

一
年
。

・
「社
会
主
義
の
基
本
問
題

(二
)
ソ
ヴ

エ
ト
国
家

の
発
展
段
雇
に
か
ん
す
る
デ

ニ
ソ
フ
教
授
の
学
説
に
つ
い
て
」
『産
業
労
働
研
究
所

報
』
第
二
号
、

一
九
五

一
年
。

・
「
ソ
ヴ

エ
ト
社
會
主
義
法

の
性
格
」
『法
政
研
究
』
第

一
九
巻
第
三
号
、

一
九
五
二
年
。

・
「ソ
ヴ

ェ
ト
国
家
と
法
」
『社
会
学
評
論
』
第

二
巻
第
四
号
、

一
九
五
二
年
。

・
「政
治
の
本
質

(
一
)
1
労
働
運
動
と
の
関
聯
1
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
四
号
、

一
九
五
二
年
。

・
「
ソ
同
盟
お
よ
び
人
民
民
主
主
義
国
家

に
お
け
る
主
権
の
問
題
」
『公
法
研
究
』
第
九
号
、

一
九
五
三
年
。

・
「ソ
ヴ

ェ
ト
法
に
お
け
る
人
種
に
よ
る
差
別
の
禁
止
に
か
ん
す
る
研
究
」
『比
較
法
研
究
』
第
七
号
、

一
九
五
三
年
。



・
「社
会
主
義
の
基
本
問
題

(三
)
ー
ヴ
ィ
シ
ン
ス
キ
ー
に
お
け
る
社
会
主
義
法
の
定
義

に
つ
い
て
ー
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
六

号
、

一
九
五
三
年
。

・
「ヴ

ィ
シ
ン
ス
キ
ー
の
法
の
定
義
に
つ
い
て
」
『法
政
研
究
』
第
二
〇
巻
第
二
-
四
合
併
号
、

一
九
五
三
年
。

・
「
ソ
同
盟
共
産
党

一
九
回
大
会
と
ソ
ヴ

ェ
ト
法
学
」
『季
刊
法
律
学
』
第

一
六
号
、

一
九
五
三
年
。

・
「社
会
主
義
の
基
本
問
題

(四
)
ー
ヴ

ィ
シ
ン
ス
キ
ー
に
お
け
る
社
会
主
義
法

の
定
義
に
つ
い
て
ー
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
七

号
、

一
九
五
三
年
。

・
「社
会
主
義
の
基
本
問
題

(五
)
ー
ヴ
ィ
シ
ン
ス
キ
ー
に
お
け
る
社
会
主
義
法
の
定
義
に
つ
い
て
ー
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
八

号
、

】
九
五
四
年
。

・
「社
会
主
義
国
家

の
権
力
」
今
中
次
麿
編

『政
治
原
理

(上
)
』
〈
政
治
学
講
座

第

一
巻
〉
理
論
社
、

一
九
五

五
年
。

・
「
レ
ー

ニ
ン

・
ス
タ
ー
リ
ン
主
義
」
今
中
次
麿
編

『政
治
思
想

(下
)』
〈政
治
学
講
座

第
四
巻
〉
理
論
社
、

一
九
五
五
年
。

・
「東
欧
人
民
共
和
国
の
本
質
」
戸
沢
鉄
彦
・高
橋
勇
治
編

『人
民
民
主
主
義

の
研
究

(上
)』
〈政
治
学
研
究
叢
書

第
五
〉
勁
草
書
房
、

一
九
五
五
年
。

・
「
エ
ン
ゲ
ル
ス

『起
原
』
に
お
け
る
家
族

お
よ
び
国
家

の
問
題
に
つ
い
て
」
『法
政
研
究
』
第
二
二
巻
第
二
ー
四
合
併
号
、

一
九
五
五

年
。

・
「中
華
人
民
共
和
国
憲
法
に
か
ん
す
る

一
つ
の
考
察
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
九
号
、

一
九
五
五
年
。

・
「労
働
者
階
級

の
統

一
の
問
題
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第

一
〇
号
、

一
九
五
六
年
。

・
「石
炭
鉱
業
合
理
化
臨
時
措
置
法

(
一
)」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第

一
一
号
、

一
九
五
六
年
。

・
「社
会
主
義
の
基
本
問
題

(六
)
ー

ソ
ヴ

エ
ト
労
働
法
に
お
け
る
労
働
時
間

の
問
題
1
」

『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第

一
二
号
、

一
九

五
六
年
。

・
「
コ
ル
ホ
ー
ズ
法
の
発
生
」
林
田
和
博
編
集
代
表

『法
と
政
治
の
研
究
-
九
州
大
学
法
学
部
創
立
三
〇
周
年
記
念
論
文
集
1
・』
有
斐
閣
、

一
九
五
七
年
。



・
「
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
序
説
」
『政
治
研
究
』
第
五
号
、

一
九
五
七
年
。

・
「日
本
の
独
立
に
か
ん
す
る
問
題

二

)」

『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第

一
五
号
、

一
九
五
七
年
。

・
「現
段
階

に
お
け
る
民
主
主
義
と
社
会
主
義
」
『森
教
授
記
念
論
文
集
』
〈産
業
労
働
研
究
所
報

別
冊
〉

一
九
五
八
年
。

・
「
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
研
究
」
福
島
正
夫

・
高
橋
勇
治

・
宇
高
基
輔
編

『社
会
主
義
法

の
研
究

日
山
之
内
先
生
還
暦
記
念
』
勁

草
書

房
、

一
九
五
八
年
。

・
「
コ
ル
ホ
ー
ズ
法
の
基
本
問
題
」

『農
業
法
研
究
』
第

一
巻
第

一
号
、

一
九
五
八
年
。

・
柳
春
生

・
生
野

一
路
著

「社
会
主
義

の
基
本
問
題

(七
)
ー

コ
ル
ホ
ー
ズ
法
の
基
本
問
題
」

『産
業
労
働

研
究
所
報
』
第

一
六
号
、

一
九
五
八
年
。

・
「
ソ
同
盟

の
農
業
政
策
序
説
-
社
会
主
義
の
基
本
問
題

(八
)
i
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第

一
七
号
、

一
九
五
九
年
。

・
「パ
シ

ュ
カ
ー
ニ
ス
法
理
論
批
判
」
『法
政
研
究
』
第
二
五
巻
第

二
-

四
合
併
号
、

一
九
五
九
年
。

・
「
『資
本
論
』
に
お
け
る
社
会
法
学
の
基
本
問
題
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第

一
九
号
、

一
九
五
九
年
。

・
「社
会
主
義
と
労
働
の
権
利
」
菊
池
勇
夫
教
授
六
十
年
祝
賀
記
念
論
文
集
刊
行
会
編

『労
働
法
と
経
済
法
の
理
論
-
菊
池
勇
夫
教
授
六

十
年
祝
賀
記
念
論
文
集
1
』
有
斐
閣
、

一
九
六
〇
年
。

・
「
ソ
ヴ

エ
ト
社
会
主
義
法
に
お
け
る
労
働
権
の
問
題
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
二
〇
号
、

一
九
六
〇
年
。

・
「
ソ
ヴ

エ
ト
労
働
法
に
お
け
る
労
働
時
間
短
縮

の
問
題
に
つ
い
て
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
二
一

号
、

一
九
六
〇
年
。

・
「
ソ
ヴ

エ
ト
労
働
法

に
お
け
る
労
働
時
間
短
縮

の
問
題
」

『比
較
法
研
究
』
第
二

一
号
、

一
九
六
〇
年
。

・
「
ソ
ヴ

エ
ト
社
会
主
義
労
働
法

の
基
礎
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
二
三

号
、

一
九
六

一
年
。

・
「パ
シ
ュ
カ
ー

ニ
ス
法
理
論
の
評
価
と
批
判
」
『法
政
研
究
』
第

二
七
巻
第
二
-
四
合
併
号
、

一
九
六

一
年
。

・
「鹿
田
争
議

の
教
訓
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
二
四
号
、

一
九
六

一
年
。

・
「
ソ
ヴ

エ
ト
労
働
法

に
お
け
る
労
働
時
間
短
縮

の
問
題

(再
論
)
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
二
五
号
、

一
九

六

一
年
。

・
「
ソ
同
盟

に
お
け
る
共
産
主
義

へ
の
移
行
と
国
家
の
問
題

に
つ
い
て

(
一
)
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
二
六
号
、

一
九
六
二
年
。



・
「
ソ
同
盟

に
お
け
る
共
産
主
義

へ
の
移
行
と
国
家
の
問
題

に
つ
い
て

(二
)
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第

二
七
号
、

一
九
六
二
年
。

・
「
ソ
ヴ

エ
ト
同
盟
共
産
党
新
綱
領

に
お
け
る
労
働
者
階
級
独
裁
の
問
題
に
つ
い
て
」
『法
政
研
究
』
第
二
九
巻
第

一
-

三
合
併
号
、

一

九
六
三
年
。

・
「
ソ
同
盟

に
お
け
る
共
産
主
義

へ
の
移
行
と
国
家
の
問
題

に
つ
い
て

(三
)
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
二
八
・
二
九
号
、

一
九
六
三

年
。

・
「
ソ
同
盟

に
お
け
る
共
産
主
義

へ
の
移
行
と
国
家

の
問
題

に
つ
い
て

(四
)
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
三
〇
号
、

一
九
六
三
年
。

・
「プ

ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁

の
本
質
規
定

に
つ
い
て
」
『法
政
研
究
』
第

三
〇
巻
第

一
号
、

一
九
六
三
年
。

・
「法
的
に
み
た
専
門
医
制
度
」
『最
新
医
学
』
第

一
九
巻
第
九
号
、

一
九
六
四
年
。

・
「
社
会
保
障

の
理
念
と
医
療
保
障
制
度
の
問
題
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
三
一
号
、

}
九
六
四
年
。

・
「ソ
同
盟

に
お
け
る
共
産
主
義

へ
の
移
行
と
国
家

の
問
題

に
つ
い
て

(五
)
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
三
三
号
、

一
九
六
四
年
。

・
「
ソ
ヴ

エ
ト
同
盟
共
産
党
綱
領
に
お
け
る
社
会
主
義
的
全
人
民
国
家

の
理
論
」
『法
政
研
究
』
第
三

一
巻
第
二
号
、

一
九
六
四
年
。

・
「専
門
医
制
度
と
医
療
保
障
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
三
四
号
、

一
九
六
五
年
。

・
「
ソ
同
盟
共
産
党
綱
領

に
お
け
る
全
人
民
国
家

の
問
題
に
つ
い
て
」
『比
較
法
研
究
』
第
二
六
号
、

一
九
六
五
年

。

・
「
現
段
階
に
お
け
る
民
主
主
義
と
社
会
主
義

(再
論
)」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
三
五

・
三
六
合
併
号
、

一
九
六
五
年
。

・
「日
本
の
独
立
に
か
ん
す
る
問
題

(二
)1
日
本
国
の
北
方
領
土
に
つ
い
て
ー
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
三
七
号
、

一
九
六
六
年
。

・
「
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
の
論
理
」
『法
政
研
究
』
第
三
二
巻
第
二
-
六
合
併
号

(下
)
、

一
九
六
六
年
。

・
「ソ
同
盟

に
お
け
る
共
産
主
義

へ
の
移
行
と
国
家

の
問
題
に

つ
い
て

(六
)
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
三
九
号
、

一
九
六
六
年
。

・
「
マ
ル
ク
ス

『ゴ
ー
タ
綱
領
批
判
』

に
お
け
る
国
家
死
滅
の
観
念
に
つ
い
て
」
『法
政
研
究
』
第
三
三
巻
第
二
号

、

↓
九
六
六
年
。

・
「
福
祉
国
家

の
研
究

(
一
)」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
四

一
号
、

一
九
六
七
年
。

・
「
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁

の
国
家
型
態

に
か
ん
す
る
カ
ー
ル

・
マ
ル
ク
ス
の
学
説
」
『法
政
研
究
』
第
三
三
巻
第
三
ー
六
合
併
号
、

一
九

六
七
年
。



二

福
祉
国
家

の
研
究

(二
)
ー

フ
ラ
ン
ス
革
命

の
時
期
に
お
け
る
生
存
権

.
労
働
権

の
思
想
に
つ
い
て
ー
」

『産
業
労
働
研
究
所
報
』

第
四
二
号
、

一
九
六
七
年
。

・
「
労
働
運
動
と
労
働
時
間
短
縮
の
問
題

(
一
)
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
四
三
号
、

一
九
六
七
年
。

・
「
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
の
国
家
形
態

に
か
ん
す
る
歴
史
的
研
究
二

)ー

フ
ラ
ン
ス
大
革
命
に
お
け
る
国
家
観
1
」
『法
政
研
究
』
第
三

四
巻
第
三
号
、

一
九
六
八
年
。

・
「
労
働
運
動
と
労
働
時
間
短
縮
の
問
題

(二
)
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
四
五
号
、

一
九
六
八
年
。

・
「
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
憲
法
に
お
け
る
人
民
主
権

の
問
題
」

『法
政
研
究
』
第
三
四
巻
第
五
ー
六
合
併
号
、

一
九
六
八
年
。

・
「労
働
運
動
と
労
働
時
間
短
縮
の
問
題

(三
)
ー
合

理
化
と
労
働
時
間
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
四
六
号
、

一
九
六
八
年
。

・
「
へ
ー
ゲ

ル

『法
哲
学
綱
要
』
に
お
け
る
国
家
の
理
念
と
マ
ル
ク
ス
に
よ
る
批
判

二

)
」
『法
政
研
究
』
第

三
五
巻
第
三
号
、

一
九
六

八
年
。

・
「
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
憲
法
に
お
け
る
人
民
主
権

の
問
題

に
つ
い
て
」
『大
憲
論
叢
』
第

一
〇
巻
第

一
号
、

一
九
六
九
年
。

・
「
マ
ル
ク
ス
誕
生

一
五
〇
周
年
記
念
出
版
に
つ
い
て
」
『図
書
館
情
報
』
第
五
巻
第
五
号
、

一
九
六
九
年
。

・
「
日
ソ
平
和
条
約
と
日
本

の
中
立
の
問
題
」
憲
法
研
究
会
編

『永
世
中
立
の
諸
問
題
』
〈憲
法
研
究
所
特
集

六
〉
法
律
文
化
社
、

一

九
六
九
年
。

・
「
国
際
労
働
者
協
会
と
労
働
運
動

二

と

『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
四
八
号
、

一
九
六
九
年
。

・
「日
ソ
平
和
条
約
と
北
方
領
土
の
問
題
」
『法
政
研
究
』
第
三
五
巻
第
五
号
、

一
九
六
九
年
。

・
「
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
に
お
け
る
ジ

ャ
コ
バ
ン
主
義

の
本
質

に
つ
い
て
」
『法
政
研
究
』
第
三
六
巻
第
二
-
六
合
併
号
、

一
九
七
〇
年
。

・
「国
際
労
働
者
協
会
と
労
働
運
動

(
二
)」

『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
五
〇
号
、

一
九
七
〇
年
。

・
「
レ
ー
ニ
ン
生
誕
百
年
記
念
出
版

に
寄
せ
て
」
『図
書
館
情
報
』
第
六
巻
第
七
号
、

一
九
七
〇
年
。

・
「
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
憲
法
に
お
け
る
人
民
主
権
思
想
の
展
開
(
一
)
」
『法
政
研
究
』
第
三
七
巻
第

一
ー

二
合

併
号
、

一
九
七

一
年
。

・
「労
働
運
動
と
政
治
、
と
く
に
政
党
と
の
関
係

に
つ
い
て
」

『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
五
二

・
五
三
合
併
号
、

一
九
七

一
年
。



・
「労
働
者
階
級
の
統

一
の
問
題
に
つ
い
て

(
一
)」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
五
四
号
、

一
九
七

一
年
。

・
「
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
と
パ
リ

・
コ
ミ

ュ
ー
ン
」
『歴
史
評
論
』
第
二
五
二
号
、

一
九
七

一
年
。

・
「
労
働
者
階
級

の
統

一
の
問
題
に
つ
い
て

(二
)
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
五
五
号
、

一
九
七

一
年
。

・
「
国
民
主
権
と
権
力
分
立

の
憲
法
思
想
史
的
展
開
」
故
江
口
繁
先
生
追
悼
記
念
会
編

『裁
判
と
倫
理
ー
故
江
口
繁
先
生
追
悼
記
念
論
文

集
i
』
評
論
社
、

一
九
七
二
年
。

・
「
基
本
的
人
権
と
労
働
運
動
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
五
七
号
、

一
九
七
二
年
。

・
「
パ
リ

・
コ
ン
ミ

ユ
ー
ン
に
お
け
る
代
表
観
念
に
か
ん
す
る
憲
法
史
的
考
察
」
『法
政
研
究
』
第
三
八
巻
第

二
ー

四
合
併
号
、
一

九
七

二
年
。

・
「
『プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
デ
イ
ク
タ
ト
ゥ
ー
ラ
』
の
歴
史
的
考
察
」
『文
化
評
論
』
第

一
三
二
号
、

一
九
七
二
年
。

・
「
レ
ー

ニ
ン
著
村
田
陽

一
訳

『国
家
論
ノ
ー
ト
』
-
国
家
論
の
基
礎
を
す
え
る
ー
」
『前
衛
』
第
三
四
三
号
、

一
九
七
二
年
。

・
「
へ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
に
お
け
る
主
権
の
問
題
に
つ
い
て
」
『
八
幡
大
学
論
集
』
第

二
三
巻
第

一
-
三
号
、

一
九
七

二
年
。

・
「
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
憲
法

に
お
け
る
人
民
主
権
思
想
の
展
開
」
竹
原
良
文
編

『
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
近
代
政
治
思
想
の
転
回
』
草
薙
書

房
、

一
九
七
三
年
。

・
「
パ
リ

・
コ
ン
ミ

ュ
ー
ン
に
お
け
る
国
家
統
治
の
原
理
」
『比
較
法
研
究
』
第
三
四
号
、

一
九
七
三
年
。

・
コ

七
九

一
年
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
人
民
主
権
思
想
の
展
開
」
『法
政
研
究
』
第
三
九
巻
第
二
-

四
合
併
号
、

一
九
七
三
年
。

・
「人
民
主
権
と
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
1

そ
の
歴
史
的
究
明
1
」
『現
代
と
思
想
』
第
一
三

号
、

一
九
七
三
年
。

・
「
フ
ラ
ン
ス
大
革
命

の
憲
法

に
お
け
る
人
民
主
権
思
想

の
展
開

(二
)
」
『法
政
研
究
』
第
四
〇
巻
第

一
号
、

一
九
七
三
年
。

・
「
ル
ソ
ー
1
人
民
主
権
論
1
」
田
口
富
久
治

・
田
中
浩
編

『国
家
思
想
史

上
」
青
木
書
店
、

一
九
七
四
年
。

・
「
ル
ソ
ー
に
お
け
る
自
然
法
思
想
」
『法
政
研
究
』
第
四

一
巻
第
四
号
、

一
九
七
五
年
。

・
「
人
権
と
主
権
ー

ル
ソ
ー
に
お
け
る
問
題

の
提
起
1
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
六
四

・
六
五
号
、

一
九
七
五
年
。

・
「
カ
ー
ル

・
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
人
民
権
論
」
「比
較
法
研
究
』
第
三
八
号
、

一
九
七
七
年
。



・
「人
民
主
権
と
独
裁
ー

ル
ソ
ー

・
マ
ル
ク
ス
ー
」
『法
政
研
究
』
第
四
四
巻
第

一
号
、

一
九
七
七
年
。

・
「人
民
主
権

の
歴
史
的
考
察
ー
ジ

ャ
ン

・
ジ

ャ
ッ
ク

・
ル
ソ
ー
1
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
七
三
号
、

一
九
七
九
年
。

・
「第
十

一
回
国
際
政
治
学
会
と
国
家
論

の
問
題
」
『八
幡
大
学
社
会
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
六
号
、

一
九
八
〇
年
。

・
「私
の
社
会
主
義
法
研
究
」
『比
較
法
研
究
』
第
四
二
号
、

一
九
八
〇
年
。

・
「ト

マ
ス
・
ホ
ッ
ブ

ス
の
政
治
哲
学
に
お
け
る
自
然
権

・自
然
法
に
つ
い
て
」
ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
、
三
島
淑
臣
編

『法

の
理
論

五
』

成
文
堂
、

一
九
八
五
年
。

・
「ト

マ
ス

・
ホ
ッ
ブ
ズ

の
哲
学
序
説
」
『東
海
大
学
文
明
研
究
所
紀
要
』
第
六
巻
、

一
九
八
六
年
。

・
「竹
原
良
文
先
生
の
思
い
出
と

へ
ー
ゲ
ル
哲
学
」
柏
經
學

・
小
山
勉

・
松
富
弘
志
編

『近
代
政
治
思
想
の
諸
相
-
竹
原
良
文
先
生
追
悼

記
念
論
文
集
1
』
御
茶
の
水
書
房
、

一
九
九
六
年
。

・
「ジ

ャ
ン

・
ジ
ャ
ッ
ク

・
ル
ソ
ー
の
政
治
哲
学
」
『政
治
研
究
』
第
五
〇
号
、
二
〇
〇
三
年
。

Ⅲ

翻
訳

・
ビ

ュ
ー

ロ
ウ

『ド
イ
ツ
帝
国
の
政
策
』
三
省
堂
、

一
九
四
四
年
。

・
コ
ル
ネ
フ

『國
家

に
關
す
る

マ
ル
ク
ス

・
レ
ー
ニ
ン
の
學
説
』
星
雲
社
、

一
九
四
六
年
。

ミ
ー
チ
ン

・
エ
ム

『
ソ
ヴ

ェ
ー
ト
聯
邦

に
於
け
る
共
産
主
義
建
設
に
關
す
る
レ
ー
ニ
ン

・
ス
タ
ー
リ
ン
の
學
説
』
星
雲
社
、

一
九
四

六
年
。

・
オ
ー

・
エ
ス
・
ヨ
ツ
フ
エ

「
ソ
ヴ

エ
ト
民
法
に
お
け
る
法
律
關
係
の
基
本
的
特
徴
と
構
造
上

の
特
質
」
『法
政
研
究
』
第

一
九
巻
第

一

号
、

一
九
五

一
年
。

・
ヴ
イ
ル
コ
・チ

エ
ル
ヴ

エ
ー
ン
コ
フ

「人
民
民
主
主
義
に
か
ん
す
る
若
干
の
問
題

に
た

い
す
る
回
答
」
『法
政
研
究
』
第

一
九
巻
第
二

号
、

一
九
五

一
年
。

・
「
ソ
同
盟
裁
判
所
構
成
法
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
五
号
、

一
九
五
三
年
。



・
ヴ
ィ
ル
コ

・
チ

ェ
ル
ヴ

ェ
ン
コ
フ

「人
民
民
主
主
義
に
か
ん
す
る
若
干
の
問
題

に
た
い
す
る
回
答
」
勝
部
元

・
安
藤
正
明
訳
編

『人

民
民
主
主
義

に
関
す
る
若
干
の
問
題
に
対
す
る
回
答
』
三

一
書
房
、

一
九
五
四
年
。

・
柳
春
生
他
訳
、

コ
レ
ソ
フ

・
S

「生
産
手
段

の
社
会
的
所
有
」
『
ソ
ヴ

エ
ト
法
学
』
第

一
巻
第
四
号
、

一
九
五
五
年
。

・
柳
春
生

・
山
田
隆
士
共
訳
、

エ
リ
・
メ
ン
デ
リ
ソ
ン

「帝
国
主
義

の
基
本
的
経
済
法
則

の
若
干
の
側
面
に
つ
い
て
」
『産
業
労
働
研
究

所
報
』
第

一
〇
号
、

一
九
五
六
年
。

・
柳
春
生

・
生
野

一
路
共
訳

「
ソ
同
盟
国
家
年
金
法
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
一
三

号
、

一
九
五
七
年
。

・
柳
春
生

・
生
野

一
路
共
訳

「
ハ
ン
ガ
リ
ア
労
働
法
典
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
一

八
号
、

一
九
五
九
年
。

・
柳
春
生

・
三
宅
優
訳

「
ロ
シ
ア
共
和
国
自
然
保
護
法
」
『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
五
八

・
五
九
合
併
号
、

一
九
七
三
年
。

【編
集
委
員
会
注
】

略
歴
と
業
績
目
録
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
西
日
本
新
聞
社
編

『福
岡
県
人
名
録
』
(西
日
本
新
聞
社
、

一
九
八
八
年
)
と
九
州
大
学
産
業
労
働
研
究
所
編

『柳
春
生
教
授
記
念
論
文
集
』
(『産
業
労
働
研
究
所
報
』
第
五
八
・
五
九
合
併
号
、

一
九
七
三
年
)
を
参
照
し
ま
し
た
。



小
山
勉
先
生
の
逝
去
を
悼
ん
で

関

口

正

司

政
治
研
究
会
名
誉
会
員

・
福
岡
大
学
教
授

の
小
山
勉
先
生
が
、
二
〇
〇
六
年

(平
成

一
八
年
)

一
二
月
二
九
日
の
早
朝
に
、
入
院
先
の
福

岡
大
学
病
院
で
亡
く
な
ら
れ
た
。
享
年
七
〇
歳
で
あ

っ
た
。
暖
冬
気
味
の
陽
気
か
ら
打

っ
て
変
わ
り
、
冬

の
季
節
風
が
吹
き
す
さ
ぶ
夜
明
け

前
で
あ

っ
た
。

私
が
生
前
の
小
山
先
生
に
お
目
に
か
か
り
言
葉
を
交
わ
し
た
最
後

の
機
会
は
、

一
ヶ
月
ほ
ど
前
の

一
一
月
末
、
小
山
先
生
の
最
新
の
著
書

『
ト
ク
ヴ
ィ
ル
ー

民
主
主
義

の
三

つ
の
学
校
』
(ち
く
ま
学
芸
文
庫
)
の
公
刊
を
祝
し
て
、
小
山
先
生

の
教
え
子
の
方

々
を
中
心
に
書
評
会

が
福
大

セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス

で
行
な
わ
れ
た
と
き
で
あ

っ
た
。
夏
頃
か
ら
、
体
調
を
く
ず
さ
れ
て
い
る
と
う
か
が

っ
て
お
り
、
こ
の
と
き
の
会

で
も
、
多
少
お
疲
れ
の
表
情
は
う
か
が
え
た
も
の
の
、
ま
さ
か
、
そ
れ
が
お
目

に
か
か
る
最
後
の
機
会
だ
と
は
思

っ
て
も

い
な
か

っ
た
。
し

か
し
、

小
山
先
生
が
深
刻
な
状
態
に
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
日
の
夜
に
知
る
こ
と
に
な

っ
た
。
書
評
会

の
終
了
後
、
六
本
松
で
懇
親
会
が
開
催

さ
れ
た
の
だ
が
、
小
山
先
生
は
、
始
ま

っ
て

一
時
間
ほ
ど
で
お
帰
り
に
な
る
と
お

っ
し
や

っ
た
。
か
つ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
最
終
の

バ
ス
や
地
下
鉄
の
時
間
を
忘
れ
て

(あ
る
い
は
忘
れ
た
ふ
り
を
し
て
)
飲
み
語

っ
て
い
た
先
生
を
熟
知
し
て
い
る
同
席

の
方
々
は
、
や
は
り

尋
常
で
な
い
と
思
わ
れ
た
に
ち
が
い
な

い
。
私
も
同
感
で
あ

っ
た
。
実
際
、
先
生
を
お
送
り
す
る
た
め

}
緒
に
タ
ク
シ
ー
に
乗

っ
た
私
に
、

タ
ク
シ
ー
の
行
き
先
は
御
自
宅
で
は
な
く
福
大
病
院
で
あ
る
こ
と
、
夏
に
肺
ガ
ン
で
あ
る
こ
と
を
医
師

か
ら
告
げ
ら
れ
、
現
在
、
治
療
策
を

選
定
す
る
た
め
に
病
院
に
検
査
入
院
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
会
場
の
セ
ミ
ナ
ー

ハ
ウ
ス
に
来
た
こ
と
等

々
を
、
み
だ
り

に
他
言
せ
ぬ
よ
う

に

と

い
う
希
望
と
と
も
に
、
小
山
先
生
は
声
を
潜
め
て
伝
え
た
の
で
あ
る
。
小
山
先
生
は
、
た
だ
自
分
と
し
て
は
治
療

に
全
力
を
挙
げ

る
つ
も



り
で
あ
り
、
生
命

へ
の
脅
威
は
感
じ
て
い
な
い
と
も
付
け
加
え
ら
れ
た
。
そ
れ
を
う
か
が

っ
て
、
私
は
、
小
山
先
生

の
前
向
き
な
意
志
を
感

じ
た
。
小
山
先
生
の
闘
い
は
始
ま

っ
た
ば
か
り
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
か
ら
お
会

い
で
き
る
機
会
も
ま
だ

ま
だ
あ
る
だ
ろ
う
と
思

っ

た
の
で
あ
る
。
事
実
、
小
山
先
生
は
、
そ
の
後
退
院
さ
れ
、
亡
く
な
る
数
日
前
ま
で
大
学
の
会
議
に
出
席
す
る
な

ど
、
平
常
に
近

い
生
活
を

送
ら

れ
て
い
た
と
御
遺
族
か
ら
う
か
が

っ
た
。
と
は
い
え
、
セ
ミ
ナ
ー

ハ
ウ
ス
で
教
え
子
た
ち
に
囲
ま
れ
な
が
ら
記
念

の
写
真
撮
影
に
臨
ん

で
い
た
と
き
の
小
山
先
生
の
何
と
も
言
え
な
い
穏
や
か
な
微
笑
を
想

い
返
し
、
そ
こ
に
淋
し
い
覚
悟
の
よ
う
な
も

の
を
微
か
に
感
じ
た
こ
と

が
気

が
か
り
で
は
あ

っ
た
の
だ
が
。

小
山
先
生
の
あ
ま
り
に
早
す
ぎ
た
突
然

の
死
に
直
面
し
て
、
語
れ
る
こ
と
は
多
く
な

い
。
止
め
ど
な
く
湧
き
上

が

っ
て
く
る
様
々
な
想

い

は
、
言
葉
に
な

っ
て
く
れ
そ
う
も
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
し
て
今
は
、
私
は
政
治
研
究
会

の

一
会
員
と
し
て
、
九

州
大
学
法
学
部
時
代
の
同

僚
と
し
て
、
ま
た
、
東
京
都
立
大
学
大
学
院

の
後
輩
と
し
て
、
小
山
先
生
に
つ
い
て
淡
々
と
語
り
う
る
こ
と
に
と
ど
め
た
い
。

小

山
先
生
は
、

一
九
三
六
年

(昭
和

一
一
年
)
六
月
二
〇
日
に
、
鹿
児
島
県
種
子
島
に
生
ま
れ
た
。
少
年
時
代

に
御
苦
労
さ
れ
た
こ
と
に

つ
い
て
、
先
生
の
話
を
直
接
聞
か
れ
た
会
員
の
方
々
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
苦
労
の
末
、
東
京
の
早
稲
田
大

学
政
経
学
部
を
卒
業
し
た

の
は
、

一
九
六
七
年

(昭
和
四
二
年
)、
三
〇
歳
の
と
き
で
あ
る
。
同
じ
年
、
小
山
先
生
は
早
稲
田
大
学
大
学
院
の
修

士
課
程

に
進
み
、
堀
豊

彦
先
生

の
下
で
学
ん
だ
。
修
士
課
程
修
了
後
は
、
東
京
都
立
大
学

の
大
学
院
博
士
課
程
に
進

み
、
半
澤
孝
麿
先
生

の
指
導
を
受
け
な
が
ら
、

研
究

対
象
を
そ
れ
ま
で
の
デ
ィ
ド

ロ
か
ら
ト
ク
ヴ
イ
ル
に
変
え
、
研
究
に
励
ん
だ
。
小
山
先
生
の
最
初

の
論
文
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、

一
九

七
三
年

(昭
和
四
八
年
)、
『東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
』
に
お
い
て
で
あ

っ
た
。
タ
イ
ト
ル
は
、
「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
社
会
に
お
け
る
個
人
主

義
」

で
あ
る
。
三
〇
歳
代
後
半

の
学
界
デ
ビ

ュ
ー
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
年
、
小
山
先
生
は
新
潟
大
学
に
就

職
さ
れ
た
。

そ

の
後
、

一
九
七
七
年

(昭
和
五
二
年
)

か
ら
、
九
州
大
学
に
移
る

一
九
八
五
年

(昭
和
六
〇
年
)
ま
で
の
間

、
四
〇
歳
代
の
小
山
先
生

は
、

新
潟
大
学

の
紀
要

『法
政
理
論
』
や
岩
波
書
店

の

『思
想
』

に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
を
主
題
と
す
る
論
文
を
次
々
と
発
表
さ
れ
た
。
博
士
論

文
と
な

っ
た
の
は
、
そ
の
当
時

の
連
続
論
文
、
「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
自
由
精
神

の
政
治
学
l
l

比
較
文
明
的
視
座
か
ら

の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
批
判
と

形
成

原
理
」
で
あ
る
。
私
は
、
大
学
院
生
時
代
、
自
分
の
ミ
ル
研
究
と
の
関
連
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
理
解
は
必
須

で
あ

っ
た
の
で
、
大
学
院
の

大
先

輩
で
あ

っ
た
小
山
先
生
に
す
が
る
想

い
で
、
当
時
入
手
可
能

で
あ

っ
た
小
山
先
生

の
論
文
を
す
べ
て
コ
ピ
ー
し
読
ん
だ
が
、
こ
の
大
作



の
連
続
論
文
は
、
繰
り
返
し
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
大
学
生
協

に
注
文
し
て

ハ
ー
ド
カ
バ
ー
に
製
本
し
て
い
た
。
私
が
九
大
に
所
属
す

る
よ
う

に
な

っ
て
か
ら
も
読
み
直
し
た
。
地
下
鉄
の
車
内
で
読
み
ふ
け
り
、
中
洲
川
端
の
駅
で
乗
り
換
え
る
際
に
小
脇

に
抱
え
て
い
て
車
輌

と
ホ
ー
ム
の
間
に
落
と
し
て
し
ま
い
、

つ
ぶ
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
祈
る
よ
う
な
気
持
ち
で
電
車
が
ホ
ー
ム
を
去
る
の
を
待
ち
、
駅
員
さ
ん
に

拾

っ
て
も
ら

っ
た
記
憶
も
あ
る
。

九
州
大
学
に
移
ら
れ
て
以
後

の
小
山
先
生

に
つ
い
て
は
、
政
治
研
究
会
会
員

の
多
く
の
方
々
は
よ
く
ご
存
じ
で
あ
る
と
思
う

の
で
、
私
が

つ
ま
び

ら
か
に
語
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後

の
小
山
先
生

の
業
績
は
、
『政
治
研
究
』
の
本
号

に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
と
お
り
で
あ

る
。
こ

の
時
期
か
ら
、

一
九
九
八
年

(平
成

一
〇
年
)
の
福
岡
大
学

へ
の
転
任
を
経
て
二
〇
〇
六
年

に
ま
で
に
至
る
小
山
先
生

の
業
績
は
、

ま
す
ま
す
熟
成
の
度
を
深
め
た
味

の
あ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
が
、
あ
え
て
代
表
的
な
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
そ
の

一
つ
は

『教
育
闘
争
と
知

の
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
』

(お
茶
の
水
書
房
、

一
九
九
八
年
)
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、

一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
教
育
問
題
を
め
ぐ

っ
て
の
国
家

と
教
会

と
の
対
立
を
切
り
口
に
フ
ラ
ン
ス
近
代
国
家
の
形
成
過
程
を
研
究
し
た
著
書
で
あ
る
。
該
博
な
知
見
の
ち
り
ば

め
ら
れ
た
こ
の
著
書

を
論
評

す
る
資
格
は
私
に
は
な
い
が
、
そ
れ
が
そ
れ
ま
で
の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
研
究

に
よ

っ
て
得
ら
れ
た

「土
地
勘
」
を
動
員
し
た
成
果
で
も
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な

「勘
」
な
し
に
は
不
可
能
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
精
神
史
的
観
点

(小
山
先
生
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ

「文
明

史
的
観
点
」
と
言
う
だ
ろ
う
が
)
を
活
か
し
て
思
想
と
制
度
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
絡
み
合

い
を
見
事

に
描
い
た
作
品

で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な

い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
制
度
や
状
況

に
関
す
る
諸
事
実
を
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
も
の
の
、
収
集
し
た
資
料
を
ま
と
め
上
げ
作
品
と
し

て
の

「
形
」
を
与
え
て
い
る
の
は
、
作
品

の

「形
づ
く
り
」
自
体

に
つ
い
て
の
自
覚
や
反
省
を
欠

い
た
経
験
主
義
的
手
法
と
裏
腹
の
恣
意
的

直
観
で
は
な
く
、
皮
相
な
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で
も
な
く
、
人
間
性
に
対
す
る
モ
ラ
リ
ス
ト
的
な
深
い
洞
察
と
不
可
分
に
結

び
付

い
た
小
山
先
生

の
構
想
力
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
力
量
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
や
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
、

あ
る
い
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
同
時
期
以
降

の
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
の
最
良
の
部
分
に
共
有
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
だ
が
、
日
本
人
研

究
者
で
そ
れ
を
身

に
付
け
使

い
こ
な
せ
る
人
は
、
小
山
先
生
の
他

に
い
た
と
し
て
も
僅
少
の
は
ず
で
あ
る
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
関
係

の
重
要
な
成
果
と
し
て
は
、
二
点
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
つ
は
、
右
の
著
書
と
ほ
ぼ
並
行
し

て
公
田
さ
れ
た
翻
訳

書
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル

『旧
体
制
と
大
革
命
』

(ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

一
九
九
八
年
)
で
あ
る
。
詳
細
な
注
、
そ
れ
に
解
説

と
後
書

き
を
含
め
て
、



五
六
〇
頁
を
超
え
る
大
部

の
も
の
で
あ
る
、
翻
訳
を
業
績
と
し
て
評
価
し
な
い
見
方
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
翻
訳

よ
り
も
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
書

い
た
方
が
楽
と
訳
者
を
し
て
言
わ
し
め
る
よ
う
な
恐
る

べ
き
苦
労
を
と
も
な
わ
な

い
レ
ベ
ル
の
翻
訳
を
前
提
と
し

た
ー

し
か
し
、
遺
憾
な

が
ら
多
少

の

一
般
的
妥
当
性
は
あ
る

臆
断
で
あ
る
。
他
者

に
は
寛
容

で
あ

っ
て
も
、
自
分

の
仕
事
に
お
い
て
知
的
妥
協
を

一
切
許
さ
な

い
小
山
先
生

の
性
格
か
ら
し
て
、
こ
の
訳
業
が
い
か
に
多
大
な
労
苦
を
と
も
な
う
も
の
で
あ

っ
た
の
か
は
、
想
像
を
絶
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

私

に
想
い
出
せ
る
の
は
、
法
学
部
長
や
図
書
館
長
と
し
て
の
仕
事
に
追
わ
れ
な
が
ら
、
僅
か
な
時
間
を
惜
し
ん
で
旧
型

の
ワ
ー
プ

ロ
専
用
機

に
向

か
っ
て
い
た
、
研
究
室

の
小
山
先
生
の
後
姿
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
訳
書

の
冒
頭
に
は
、
う
れ
し
い
こ
と
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
ミ
ル
に
依
頼
さ
れ
て

『
ロ
ン
ド
ン

・
ア
ン
ド

・
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー

・

レ
ヴ

ュ
ー
』
に
寄
稿
し
た
小
論

「
一
七
八
九
年
以
前
と
以
後
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
・政
治
状
態
」
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
『
ア
メ
リ
カ

の
民
主
主
義
』
第

一
部
の
刊
行
の
少
し
あ
と
、
第
二
部
の
刊
行

の
か
な
り
前

に
書
か
れ
た
こ
の
論
文
は
、
後
年

の

『旧
体
制
と
大
革
命
』
の

言
わ
ば
原
点
で
あ
る
と
と
も
に
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
思
想
全
体

の
理
解
に
と

っ
て
も
鍵
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
ミ
ル
を
研
究
す
る

側
か
ら
も
重
要
な
論
文
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
も
ミ
ル
研
究

の
立
場
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
こ
の
小
論
を
個
人
的
に
訳
し
た
こ

と
が
あ
る
。
そ
の
で
き
あ
が
り
は
、
小
山
訳
と
は
勝
負
に
な
ら
な
か
っ
た
。
私
が
格
下

で
あ
る
こ
と
は
歴
然
と
し

て
い
た
。

『
旧
体
制
と
大
革
命
』
に
関
す
る
小
山
先
生
の
心
残
り
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
遺
し
た
断
片
か
ら
な
る
全
集
版

『
旧
体
制
と
大
革
命
』
第

二
部

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
訳
を
出
し
た
い
と
い
う
希
望
は
あ

っ
た
の
だ
が
、
出
版
社
側
が
消
極
的
だ

っ
た
と
の
こ
と
で
、
訳
書

に
は
含
ま
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
福
大
病
院

に
向

か
う
タ
ク
シ
ー
の
中

で
も
話
題
に
な

っ
た
。
私
は
、
平
常
心
を
取
り
戻

せ
そ
う
な
共
通

の
話
題
を
探
し
、
よ
う
や
く
こ
れ
に
た
ど
り
着

い
た
の
で
あ
る
。
第
二
部
は
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
よ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
が
よ
く

て
、

味
わ
い
が
深
い
し
洞
察

に
富
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
私
た
ち
の
意
見
は
一
致

し
た
。
た
だ
し
、

一
部
を

つ
ま
み
食

い
し
た
だ
け
の

私
よ
り
も
、
理
解

の
レ
ベ
ル
は
小
山
先
生
が
は
る
か
に
上
で
あ
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
私
は
タ
ク
シ
ー
の
中
で
、
「引
き
受
け
る
出

版
社

が
い
な
か

っ
た
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
公
開
し
て
し
ま
い
ま
し
ょ
う
よ
」
と
提
案
し
た
の
で
あ

っ
た
。
小
山
先
生

へ
の
期
待
と
励
ま

し
で
そ
う
申
し
上
げ
た
の
だ
が
、
同
時

に
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
読
み
通
し
て
い
な
い
自
分
が
信
頼
で
き
る
翻
訳
で
楽

を
し
よ
う
と
い
う
下
心
も

な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。



も
う

一
つ
の
成
果
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
絶
筆
と
な

っ
て
し
ま

っ
た

『ト
ク
ヴ
ィ
ル
ー

民
主
主
義

の
三

つ
の
学
校
』
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
『政
治
研
究
』
の
本
号
に
お
い
て
、
大
学
院

で
小
山
先
生
の
指
導
を
受
け
た
伊
藤
洋
典
さ
ん
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
の
で
、
詳
細

は
そ
ち
ら
に
委
ね
、
若
干
の
言
及
に
と
ど
め
る
こ
と
に
す
る
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
文
庫
版
で
四
六

一
頁
と
い
う
出
版
形
態
に
、
私
は
小
山
先

生
の
信
念
、
使
命
感
、
そ
し
て
、
熟
慮
と
自
負
を
感
ず
る
。
小
山
先
生
に
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
つ
い
て
新
書
を
書
き
下
ろ
す
と
い
う
選
択
も

あ
り
え

た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
小
山
先
生
は
、
そ
の
選
択
肢
を
と
ら
な
か

っ
た
。
近
年

の
新
書
に
見
受
け
ら
れ
が
ち
な
内
容
を
薄
め

る
よ
う

な
妥
協
を
せ
ず

に
本
格
的
な
ト
ク
ヴ
ィ
ル
研
究
書

の
性
格
を
貫
き
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幅
広

い
読
者
層
を
想

定
し
て
平
明
な
叙
述

に
徹
す

る
と
い
う
、
至
難
の
道
を
あ
え
て
選
ば
れ
た
。
民
主
主
義
が
実
質
的
に
機
能
す
る
た
め
に
は
市
民
の
政
治
的
成

熟
が
不
可
欠
で
あ
る

こ
と
、

そ
の
方
途
を
歴
史
的
経
験

か
ら
学
ぶ
必
要
が
あ
る
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
を
小
山
先
生
は
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
と
も
に
、
民
主
主
義
の

担
い
手

で
あ
る
市
民
に
訴
え
よ
う
と
し
た
。
そ
の
姿
勢
は
作
品
の
ス
タ
イ
ル
に
ま
で
貫
か
れ
、
難
解
さ
や
奇
を
街
わ
な

い
簡
明
さ
と
、
読
者

に
お
も

ね
る
こ
と
な
く
高
遠
な
も
の
を
読
者
と
と
も
に
め
ざ
そ
う
と
す
る
品
格
の
高
さ
の
双
方
を
そ
な
え
た
作
品
が
生

み
出
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ

の
よ
う
な
作
品
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
た
と
え
ば
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
平
等
が
普
遍
化
を
め
ざ
し
た
の
に
対
し
、
自
由

は
特
権

へ
の
愛
着
に

と
ど
ま

っ
て
い
た
、
と
い
う
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
議
論
を
要
約
し
た
さ
り
げ
な
い
フ
レ
ー
ズ

(四

一
頁
)
が
、
他
人
事
の
よ
う
に
読
み
流
し
た
く

て
も
、
読
者

に
対
す
る
小
山
先
生

の
心
遣

い
と
は
対
極
に
あ
る
よ
う
な
学
問
と
大
学
の
現
状
を
鋭
く
衝
く
警
句
の
よ
う

に
見
え
て
く
る
こ
と

に
も
な

る
。

小
山
先
生

の
ト
ク
ヴ
ィ
ル
研
究
を
中
軸
と
し
た
思
想
史
的
文
明
論
的
な
研
究
は
、
最
初
の
論
文

の
タ
イ
ト
ル

「デ

モ
ク
ラ
シ
ー
社
会
に
お

け
る
個
人
主
義
」
、博
士
論
文
の
タ
イ
ト
ル
「ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
自
由
精
神
の
政
治
学
」
、
そ
し
て
最
後
の
著
書
の
タ
イ
ト
ル
『ト
ク
ヴ
ィ
ル
ー

民

主
主
義

の
三
つ
の
学
校
』
と
い
う
三

つ
に
よ

っ
て
、
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
由
を
希
求
す
る
小
山
先
生

の
精
神

は
、
孤
立
し
た
個
人
の
荒
涼
た
る
自
由
、
精
神
性
を
欠

い
た
即
物
的
個
人
の
自
由
、
政
治
的
社
会
的
な
関
わ
り
の
中
で
自
己
陶
冶
を
図
る
志

向
を
持

た
な
い
個
人
の
自
由
に
は
、
決
し
て
満
足
し
な
か

っ
た
。
小
山
先
生
が
大
切
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
、
人

間
相
互
の
暖
か
な
交

わ
り
を
愛
し
、
ま
た
、
組
織
人
と
し
て
の
使
命

・
義
務
を
果
た
す

一
方
で
、

一
人
に
な
れ
ば
厳
し
い
知
的
基
準
を
自
ら

に
課
し
研
究
室

で
思

索

に
ふ
け
り
、
市
民
た
る
読
者
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
ワ
ー
プ

ロ
を
打

つ
、
そ
の
よ
う
な
小
山
先
生
御
自
身

の
日
々
の
生
活
の
中

に
見
出
し



う
る
自
由
の
具
体
的

モ
ー
メ
ン
ト
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
,

小

山
先
生
は
、
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス

の
会
合
で
、
「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
宗
教
」
を
こ
れ
か
ら
取
り
組
み
た
い
テ
ー
マ
の

一
つ
と
し
て
挙
げ
て
お
ら

れ
た
。
小
山
先
生
は
、
人
間

の
実
存
を
パ
ス
カ
ル
的

に
見
据
え
る
こ
と
も
で
き
る
人
で
あ

っ
た
か
ら
、
ト
ク
ヴ
ィ

ル
の
宗
教

に
対
す
る
姿
勢

に
つ
い
て
も
、
透
徹
し
た
所
見
を
展
開
し
た
は
ず
で
あ
る
。
宗
教
的
感
情
の
持

つ
人
間
的
意
義
を
理
解
し

つ
つ
も
宗
教

「音
痴
」
を

つ
い
に

脱
却

で
き
な
か

っ
た
ミ
ル
と
は
対
照
的
な
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
像
が
浮
か
び
上
が

っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
書
か
れ
る
機
会

が
失

わ
れ
た
こ
と
は
残
念
で
な
ら
な

い
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
小
山
先
生
と
議
論
が
し
て
み
た
か
っ
た
。
し
か
し
、
1

小
山
先
生
風
に
言
え

ば

「
だ
が
し
か
し
」

で
あ
る
。
仮

に
こ
の
テ
ー
マ
で
小
山
先
生
が
書

い
た
も
の
を
読
め
た
と
し
て
、
私
は
そ
れ
を
、
よ
い
意
味
で
意
外

な
も

の
と
感
じ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
う
の
で
あ
る
。
期
待
通
り
啓
発
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
だ

け
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、

小
山
先
生
が
自
ら
の
日
々
の
生
活
に
お
い
て
追
求
し
て
い
た
自
由

の
モ
ー
メ
ン
ト
か
ら
隔
絶
し
た
も
の
で
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
、
と
私
に
は

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

あ
ら
た
め
て
、
小
山
先
生

の
御
冥
福
を
祈
る
。

(せ
き
ぐ
ち

・
ま
さ
し
/
九
州
大
学
大
学
院
法
学
研
究
院
教
授
)



小
山
勉

九
州
大
学
名
誉
教
授

略
歴

・
業
績

〔略
歴

〕

一
九

三
六
年
六
月
二
〇
日
、
鹿
児
島
県
に
生
ま
れ
る
。
六
七
年
三
月
に
早
稲
田
大
学
第

一
政
治
経
済
学
部
を
卒
業
後
、
同
大
学
院
政
治
学

研
究
科
修
士
課
程
に
進
学
す
る
。
七
〇
年
三
月
に
同
修
士
課
程
を
修
了
し
政
治
学
修
士
号
を
取
得
の
後
、
東
京
都
立
大
学
大
学
院
社
会
科
学

研
究
科
博
士
課
程
政
治
学
専
攻

に
入
学
、
七
三
年
三
月
に
同
博
士
課
程
を
単
位
修
得
退
学
し
た
。
八
四
年
三
月
に
は
東
京
都
立
大
学
よ
り
法

学
博
士
号
を
取
得
す
る
。
七
三
年
四
月
、
新
潟
大
学
人
文
学
部
講
師

に
就
任
。
七
七
年
に
助
教
授

(改
組
に
よ
り
法
文

学
部
助
教
授
)
、
八
〇

年
に
学
部
改
組
に
よ
り
同
法
学
部
助
教
授
と
な

っ
た
後
、
八
四
年

に
同
教
授
に
昇
任
。

続

い
て
、

一
九
八
五
年
四
月

に
九
州
大
学
法
学
部

の
政
治
学
史
講
座
に
教
授
と
し
て
着
任
し
、
九
四
年
か
ら
は
同
比
較
政
治
学
講
座
お
よ

び
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
科

(協
力
講
座
)
を
担
当
し
た
。
ま
た
、
九
二
年
七
月
か
ら
九
四
年
六
月
ま

で
九
州
大
学
法
学
部

長
、
九
五
年
四
月
か
ら
九
八
年
三
月
ま
で
九
州
大
学
附
属
図
書
館
長

の
要
職
を
歴
任
し
た
。
九
八
年
三
月
に
九
州
大
学
を
辞
職
、
同
年
四
月
、

同
大
学
名
誉
教
授
の
称
号
を
授
与
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
同
年
四
月

に
福
岡
大
学
法
学
部
教
授

に
就
任
し
、
二
〇
〇
六
年

一
二
月
二
九
日
の
逝

去
に
至

る
ま
で
そ
の
職
に
あ

っ
た
。

こ
の
間
、
長
年
に
わ
た
る
教
育
活
動
を
通
じ
て
多
く
の
優
秀
な
人
材
を
育
成
す
る
と
と
も
に
、
強

い
熱
意
に
導
か
れ

て
政
治
学
、
と
り
わ

け
、
フ
ラ
ン
ス
政
治
思
想
の
研
究

に
従
事
し
、

一
九
九
四
年
か
ら
九
八
年
ま
で
政
治
思
想
学
会
理
事
を
務
め
る
な
ど
、
そ
の
卓
越
し
た
業
績

や
学
会
活
動
等
を
通
じ
て
、
学
問

の
発
展
に
多
大
の
貢
献
を
な
し
た
。

〔主
要
業
績
目
録
〕

1

著
書

・
『近
代
政
治
思
想
の
諸
相
l
-竹
原
良
文
先
生
追
悼
記
念
論
文
集
ー
』
(編
著
)、
御
茶
の
水
書
房
、

一
九
九
六
年
。

・
『教
育
闘
争
と
知
の

ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
ー

フ
ラ
ン
ス
革
命
後

の
学
校

・
教
会

・
国
家
-
』、
御
茶
の
水
書
房
、

一
九
九

八
年
。



・
『ト
ク
ヴ
ィ
ル
ー
民
主
主
義

の
三
つ
の
学
校
1
』、
筑
摩
書
房

(ち
く
ま
学
芸
文
庫
)
、
二
〇
〇
六
年
。

11

論
文

・
「デ
モ
ク
ラ
シ
ー
社
会

に
お
け
る
個
人
主
義
ー
ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
研
究
ノ
ー
ト
ー
」
、
『東
京
都
立
大
学
法
学
会

雑
誌
』
第
一
三

巻
二
号
、

一
九
七
三
年
。

・
「ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
民
主
的
集
権
の
諸
問
題
1

『
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
を
中
心
に
ー

」
、
『法
政
理
論
』
第
一

○
巻

一
号
、

一
九
七
七
年

・
「ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
に
お
け
る
自
由
と
宗
教
-

一
八
四
〇
年
以
後
の
政
教
諸
問
題
を
手
が
か
り
に
ー
」
、
『思
想

』第
六
四

一
号
、

一
九
七

七
年
。

・
「初
期
ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
の
知
的
形
成
と
そ
の
同
時
代
的
背
景
-

一
八
〇
五
年
か
ら

一
八
三

一
年
ま
で
ー
」
、

『法
政
理
論
』第

一
二
巻
第

三
号
、

一
九
八
〇
年
。

・
「ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
の
自
由
精
神
の
政
治
学
-
比
較
文
明
的
視
座
か
ら
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
批
判
と
形
成
原
理
ー

(
一
)」
、
『法
政
理
論
』
第

一
三
巻
第
二
号
、

一
九
八
〇
年
。

・
「ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
の
自
由
精
神
の
政
治
学
-
比
較
文
明
的
視
座
か
ら
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
批
判
と
形
成
原
理
ー

(二
)」
、
『法
政
理
論
』
第

一
三

巻
第
三
号
、

一
九
八

一
年
。

・
「ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
の
自
由
精
神
の
政
治
学
-
比
較
文
明
的
視
座

か
ら
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
批
判
と
形
成
原
理
ー

(三
)」
、
『法
政
理
論
』
第

一
四
巻
第

一
号
、

一
九
八

一
年
。

・
「ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
の
自
由
精
神
の
政
治
学
-
比
較
文
明
的
視
座
か
ら
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

批
判
と
形
成
原
理
ー

(四
)」
、
『法
政
理
論
』
第

一
四
巻
第
三
号
、

一
九
八
二
年
。

・
「ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
の
自
由
精
神
の
政
治
学
-
比
較
文
明
的
視
座

か
ら
の
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
批
判
と
形
成
原
理
ー

(五
・完
)
」
、
『法
政
理
論
』

第

一
五
巻
第
二
号
、

一
九
八
三
年



・
[
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
サ
ン

・
シ
モ
ン
派
i
「産
業
国
家
観
」
を
め
ぐ

っ
て
ー
」、

『思
想
』
第
七
三
三
号
、

一
九
八
五
年
。

・
「
ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
と

一
八
四
八
年
革
命
」、
『政
治
研
究
』
第
三
三
号
、

一
九
八
六
年
。

・
「
ア
ン
シ
ャ
ン
・
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
権
力
体
系

の
変
容
と

「後
見
政
治
」
の
構
造
化

ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
の

「行
政
的
専
制
」
国
家
解

剖
を
中
心
に
ー
」
、
『法
政
研
究
』
第
五
三
巻
第
四
号
、

一
九
八
七
年
。

・
「
ラ
ム
ネ
ー
の

「地
方
の
自
由
」
論
」
、
『法
政
研
究
』
第
五
四
巻
第
二
-
四
号
、

一
九
八
八
年
。

・
「
ト
ッ
ク
ヴ
ィ
ル
の

「文
学
的
政
治
学
」
論
ー

一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
・イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
ッ
ィ
ア
の

一
考
察
　

」
、
『法
政
研
究
』
第
五
五

巻
第

一
号
、

一
九
八
八
年
。

・
「
学
校
の
制
度
化
力
学
と
教
会

・
国
家
ー
復

古
王
政
期
を
中
心
と
し
て
ー
」、
『法
政
研
究
』
第
五
七
巻
第
四
号

、

一
九
九

一
年
。

・
「
レ
ジ
ー
ム
の
近
代
化
過
程

に
お
け
る
学
校
・教
会
・国
家
ー

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
か
ら
第

一
帝
政
期
ま
で
ー
」
、
日
本
政
治
学
会
編

『日

本
政
治
学
会
年
報
』
岩
波
書
店
、

一
九
九

一
年
。

・
「
フ
ラ
ン
ス
近
代
国
家
形
成

に
お
け
る
学
校
の
制
度
化
と
国
民
統
合
ー

七
月
王
政
・第
二
共
和
政
期
を
中
心

に
ー

」
、
『法
政
研
究
』
第

五
九
巻
第
三
-

四
号
、

一
九
九
三
年
。

・
「
フ
ラ
ン
ス
近
代
国
家
形
成
と
知
の
権
力
性
の
集
権
的
制
覇
-
第
二
帝
政
期
に
お
け
る
教
育
闘
争
を
め
ぐ

っ
て
ー
」、
『法
政
研
究
』第

六
〇
巻
第
三
-

四
号
、

一
九
九
四
年
。

・
「
教
育
闘
争
と
知
の
ヘ
ゲ

モ
ニ
ー
ー

フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
期
を
中
心

に
ー
」、
『法
政
研
究
』第
六

一
巻
第
三
-

四
号
、
一
九
九
五
年
。

・
「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
比
較
宗
教
社
会
論
ー
イ
ス
ラ
ム
と
イ
ン
ド
を
中
心
に
ー
」、
柏
経
學
、
小
山
勉
、
松
富
弘
志
編

『近
代
政
治
思
想

の

諸
相
』
所
収
、
御
茶

の
水
書
房
、

一
九
九
六
年
。

・
「
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の

「地
方

の
自
由
」
論
ー
『
旧
体
制
と
革
命
』
を
手
が
か
り
に
ー
」、
『東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
』
第
三
八
巻
第

一

号
、

一
九
九
七
年
。

・
「
あ
る
開
明
官
僚
の
改
革
精
神
ー

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
テ

ュ
ル
ゴ
ー
批
判
ー
」
、
『法
学
論
叢
』第
四
六
巻
第
二
、
三
、
四
号
、
二
〇
〇
二
年
。

・
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
法
曹
精
神
と
民
主
的
保
守
主
義
ー

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
法
化
論
i
」、
『法
学
論
叢
』
第
四
七
巻
第
三
、



四

号

、

二
〇

〇

三

年

。

・
「
ト

ク

ヴ

ィ

ル

の

公

共

精

神

論

」
、

『
法

学

論

叢

』

第

四

九

巻

第

三

、

四

号

、

二

〇

〇

五

年

。

Ⅲ

翻

訳
・
B

・
バ
デ

イ

、

P

・
ビ

ル

ン
ボ

ー

ム

『
国

家

の

歴

史

社

会

学

』
、

日
本

経

済

評

論

社

、

一
九

九

〇

年

。

・
ア

レ

ク

シ

ス

・
ド

・
ト

ク

ヴ

イ

ル

『
旧

体

制

と
大

革

命

』
、

筑

摩

書

房

(
ち

く

ま

学

芸

文

庫

)
、

一
九

九

八
年

。

【編
集
委
員
会
注
】

略
歴
と
業
績
目
録

の
作
成

に
あ
た

っ
て
は
、
関
口
正
司
先
生

の
ご
協
力
を
得

ま
し
た
。
ま
た
、
「
小
山
教
授
著
作
目
録
」
、

『法
政
研
究
』
第
六
三
巻
第

三
、
四

号
、

一
九
九
七
年
を
参
照
し
ま
し
た
。


